
 

大阪広域環境施設組合規則第７号 

 

職務に専念する義務の特例に関する規則の一部を改正する規則 

 

職務に専念する義務の特例に関する規則（平成27年規則第28号）の一部を次のように改正する。 

次の表により、改正前欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定を削る。 

改正後 改正前 

（職務に専念する義務の免除） 

第２条 職員があらかじめ任命権者（その委

任を受けた者を含む。以下同じ。）の承認

を得て、職務に専念する義務を免除される

場合は、次の各号に掲げる場合とする。 

[⑴～⒇ 略] 

[削る] 

 

 

[(21) 略] 

[２～４ 略] 

（職務に専念する義務の免除の期間又は時

間） 

第３条 前条第１項各号の場合における職務

に専念する義務の免除の期間又は時間は、

次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号

に定める期間又は時間とする。 

[⑴～⑼ 略] 

[削る] 

（職務に専念する義務の免除） 

第２条 [同左] 

 

 

 

[⑴～⒇ 同左] 

(20の２) 職員が不妊治療を受けるため勤

務しないことがやむを得ないと認められ

る場合 

[(21) 同左] 

[２～４ 同左] 

（職務に専念する義務の免除の期間又は時

間） 

第３条 [同左] 

 

 

 

[⑴～⑼ 同左] 

(10) 前条第１項第20号の２の場合 ４月

１日から翌年３月31日までの間において

５日を超えない範囲内で必要と認める期

間又は時間 

備考 表中の[  ]の記載は注記である。 



 

附 則 

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職務に専念する義務の特例に関す

る規則の規定は、令和４年４月１日から適用する。 


